
令和７年度、事務手続の簡素化等の観点から、処遇改善等
加算が見直されました。

旧来の３つの加算を一本化した上で、基礎分・賃金改善分
(ベースアップ等)・質の向上分(リーダー層の改善)の３区分に
整理。併せて配分ルールの簡素化や実績報告の一元化等
を実施し、活用の促進が図られました。

本項では、処遇改善等加算の一本化についてまとめていま
す。

処遇改善等加算の一本化について
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これまで、処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲが設けられてきましたが、複雑化した制度に対するわかりにくさの解消
と、手続き・事務負担の軽減を主な目的として、令和7年度より「処遇改善等加算」として一本化されました。

■公定価格分

基礎分 ：区分1 （旧加算Ⅰの基礎分）

賃金改善分：区分2 (旧加算Ⅰの賃金改善要件分及びキャリアパス要件分＋旧加算Ⅲ)

質の向上分：区分3 (旧加算Ⅱ)

■市加算分

市処遇Ⅲに市処遇Ⅰの賃金改善分が追加されました。

賃金改善分：市処遇Ⅲ ＋旧市処遇Ⅰ賃金改善要件分

質の向上分：市処遇Ⅱ

処遇改善等加算の一本化の体系

引用：令和7年度以降の処遇改善等加算について
（こども家庭庁）



配分ルールについて
・【区分３（質の向上分）】＝従来の処遇改善等加算Ⅱの配分ルールについて柔軟化
⇒月額４万円を支給する副主任保育士等が一人以上いることとしていた要件を撤廃。

・【区分２（賃金改善分）】＝従来の処遇改善等加算Ⅰ（賃金改善要件分）と処遇改善等加算Ⅲを統合したものについて、支給要件を整理。
⇒「区分２（賃金改善分）」と「区分３（質の向上分）」の合計額について、加算額の1/2以上が基本給・決まって毎月支払われる手当によ
るものとする。

引用：処遇改善等加算Ⅰ～Ⅲの一本化について
（こども家庭庁成育局保育政策課）

令和7年度限定の経過措置。令

和8年度以降は、4月1日時点で

の研修修了数で判断します。

・【市処遇】
⇒市処遇Ⅲ及び賃金改善加算率分を併せた加算による改善額のうち、１／２以上は、基本給・決まって毎月支払われる手当により改善し
ます。



・加算額の算定方法及び全額賃金改善に充てる要件は従来と同様

区分３の配分ルールについて

引用：処遇改善等加算Ⅰ～Ⅲの一本化について
（こども家庭庁成育局保育政策課）



・加算をまとめて確認する介護分野の賃金改善の取扱いを踏まえた確認方法に見直し
⇒○「区分２」と「区分３」をまとめた加算総額で賃金改善額を確認する

        ○新規事由の有無による確認を見直し
  ○加算額等の影響を除いた賃金水準で比較し、児童数や加算額の減、施設独自の改善額の影響を比
較から除く

  ○「特別事情届出書」を設け、労使の合意の下で起点となる賃金水準を「必要最小限な範囲」に引き下
げる特例措置を認める

賃金改善の確認方法について

引用：処遇改善等加算Ⅰ～Ⅲの一本化について
（こども家庭庁成育局保育政策課）



賃金改善の確認方法のイメージ

引用：処遇改善等加算Ⅰ
～Ⅲの一本化について

（こども家庭庁成育局保育
政策課）
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